
古文書勉強会
乙川文書・西成岩文書共通のテーマ

平成２８年10月22日

半田市立博物館
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半田市文化財として乙川文書、西成岩文書があり
ます。

内容は、

戸口（宗門改帳など）、土地（検地帳、名寄帳）

年貢（免定、調達金など）、村政（諸願、通達）

寺社、土木、人足・助郷、地図 等

乙川文書 ２６００余件

西成岩文書 ９００余件が保存されています。

博物館には文化財以外の古文書を含め調査済分として１８，０００余件
保存されています。
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本日の勉強会プログラム

1. 免定

2. 調達金で苦しむ

3. 宗門送り（連絡書）

4. 宗門改帳（西成岩にもあったはず）

5. 製塩

6. 酒造

7. 詫び状 判決文

8. 分村騒ぎ ほか
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乙川文書と西成岩文書と共通している文書



その１：免定
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免 免相（年貢）
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免の漢字の意味は、許す。
免定は、許す定め、となり、年貢の定めとは読めない。

以前は、免ではなく、免相（めんあい）とされており、その相がしだいに省かれ
て、免となったという説がある。

下の図のように全体の米の取れ高を１００とし、免（許す）即ち農民の取分を６０
とし、許さない即ち免の相手（免相）が年貢であった。
免定は免相定の意味であった。



免定
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その２ 調達金とは

尾張藩は万治３年の名古屋火災、二代藩主光友の寺社建立、寛文２
年の地震、寛文６年の洪水、元禄１１年の将軍綱吉の江戸藩邸お成り、
宝暦７年の冷害、宝暦１２年の旱魃、明和２年の水害、旱害、天明３年
の浅間山噴火に次ぐ冷害などさまざまな天災による農産物の減産、
河川堤防の修復、江戸藩邸の出費などで財政が行き詰まっていた。

尾張藩は財政の赤字を幕府の下賜金や借金で賄った面もあるが、多
くは調達金といって藩内外の商人、藩内の農民、藩士からの借金で
賄ったのである。

博物館所有の古文書では、乙川村や西成岩村は相当の調達金に応
じていることが分かる。

調達金は借金であり、利息と返済が当然であるが、その実態は、そう
とうずさんな内容であった。
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調達金に関わる一つの物語
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乙川村は、これ幸いと、リスト「調達金覚」を提出
明和４年から寛政４年までに６６７両上納し、利息外１３０両余をいた
だいている、というリスト。

寛政４年１７９２年、尾張藩は、乙川村に、指示書を出しました。
「明和４年１７６７年から今までに出した調達金のリストを提出せよ」

尾張藩は、仕法替えと言って、６６７両から支払分１３０両を引いて、５
４０両につき、３０年賦（３０年で返済する）と言ってきた。

乙川村の古文書では、文化２年までは返済が続いていることが分か
るが、それ以降は返済されてかどうか、わからない。
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乙川村の調達金 寛政４年の
まとめ資料より
年号 年 西暦 調達金両 利率 利息受取 元金返済両

明和 4 1767 75 8%明和７年迄 24両

4 130 8%明和７年迄 41両2分６匁

5 1768 55 8%明和７年迄 11両

5 20 8%明和７年迄 4両

5 120 8%明和７年迄 24両

6 1769 20 8%明和７年迄 2両1分9匁

6 10 8%明和７年迄 1両12匁

安永 5 1776 23 利払いなし

安永 7 1778 10 10%天明3年迄 2両１匁 安永７年 5

安永 7 15 利拂いなし

安永 8 1779 30 8%寛政4年迄 9両12匁

安永 8 30 8%寛政3年迄 7両12匁

寛政 元年 1789

2 1790 50 8%寛政3年迄 4両1分５匁

3 1791 50

29

4 1792

合計 667 5

1
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この報告が出されて、どうなったか
１３年後の文化２年（１８０５年）、

乙川村は、調達金三拾ケ年賦被返下割賦渡シ帳という
帳面に結果が記されている。

1
5



乙
川
文
書

資
料N

o

4-

66
7

文
化
二
年

乙
川
村

調
達
金
三
拾
ケ
年
賦
被
返
下
割
賦
渡
シ
帳

丑
十
月

庄
屋

義
平
治

藤
八

扣

調
達
金
三
十
年
賦
去
子
年
分

丑
十
月
八
日
被
返
下
候
分

乙
川
村

与
五
蔵

藤
八

弥
吉

平
次
郎

杢
右
衛
門

八
左
衛
門

一
金
弐
両
壱
分
拾
三
匁
九
分

是
ハ
明
和
四
亥
年
御
借
上
金

三
十
年
賦
去
子
年
分
被
返
下
候
分

乙
川
村

与
五
蔵

藤
八

弥
吉

平
次
郎

杢
右
衛
門

八
左
衛
門

一
金
弐
両
弐
分
拾
匁
八
分

是
ハ
明
和
五
子
年
御
借
上
金

三
十
年
賦
去
子
年
分
被
返
下
候
分

寛
政
４
年
（
17
92
年
）か
ら
１
３
年
後
の
文
化
２
年
（
18
05
年
）の
調

達
金
三
拾
ケ
年
賦
被
返
下
割
符
渡
シ
帳
：乙
川
文
書
資
料N

o

4-

66
7
を
見
る
と
、
返
済
は
継
続
し
た
と
思
わ
れ
る
。

継
続
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
３
０
年
賦
で
あ
り
、
乙
川
村
の
貸
主

は
困
窮
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

1
6



西成岩村の調達金
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村絵図 成岩村
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その３ 乙川村、西成岩共通、宗門送り（状）
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宗門送り：嫁入り、養子、出稼ぎ時
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その４ 宗門改帳 （住民台帳）
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宗門改帳
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宗門改帳
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乙川村と成岩村が似ている点
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尾張巡行記（文政５年１８２２年）によると
乙川村、成岩村ともに、塩浜（塩田）があった
乙川村、成岩村ともに、酒造家が数軒あった



塩屋（塩竃）尾張名所図会より
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尾張名所図会 知多酒船積の図
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その５乙川村の塩浜：塩浜作事 3
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成岩村の塩浜
：塩生産量
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叺（かます） 筵（むしろ）を折りたたんだ形
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その６
成岩村の
酒造文書
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中



絵図面 乙川村

3
6



詫び證文

3
7



證
書

成
岩
村

Ａ
男

私
儀

先
般

Ｂ
男

殿
妻

Ｃ
子

ニ
姦
通
シ

候
事
露
顕
ニ
為
被
候
處

Ｄ
男

殿
扱
呉
事

済
ニ
相
成
然
ル
處
其
後
彼
是
差
入
組
之

出
来
候
事
半
田
他
所
江
聞
へ
御
召
出
シ

相
成
厚
ク
御
説
諭
被
仰
聞
何
共
奉
恐
入
候

向
後
右
之
Ｃ
子
ニ
付
毛
頭
故
障
無
之
ハ

勿
論
如
様
之
儀
ニ
有
之
候
共
決
而

接
近
談
話
等
不
仕
候
因
而
御
憐
憫
ヲ
以

Ｂ
男

家
相
続
方
可
相
成
様

被
成
下
度
伏
而
奉
願
候
万
一
前
顕
之

表
ニ
相
背
候
儀
有
之
者
此
證
書
ヲ
以
而

破
證
ト
シ
県
庁
江
御
訴
訟
ニ
相
成
候

共
一
言
之
恨
ミ
申
間
敷
候
為
後
證
之

依
而
如
件

明
治
九
年
子
八
月

Ａ
男

印

親
類
證
人

印

伍
五
長

印

当
使
村
方

副
戸
長
御
中

3
8



3
9



誓
書

私
儀

先
般

Ａ
男

様
ト
不
儀
密
通
仕

候
事
露
顕
ニ
及
候
処

Ｄ
男

殿
取
扱

被
呉
済
口
ニ
相
成
然
ル
處
其
後
彼

是
尚
入
組
出
来
候
事
半
田
他
所

ニ
聞
ヘ
御
召
出
ニ
相
成
厚
ク
御
説
諭
被

仰
聞
何
共
奉
恐
入
候
向
後
ハ
改
心
仕

如
何
様
之
儀
有
之
候
共
右
Ａ
男
殿
ト

近
誘
接
話
等
決
而
不
仕
候
無
論

夫
之
意
ニ
従
子
ヲ
撫
育
シ
成
栄
ヲ
励
ミ

家
業
相
続
急
度
可
仕
候
万
一
右
誓
文
ニ

相
背
候
事
有
之
ハ
如
何
様
被
仰
付
候

共
一
言
之
恨
申
間
敷
候
為
後
證

誓
書
仍
而
如
件Ｂ

男
妻Ｃ

子

明
治
九
年
八
月

伍
五
長

×
×
×

当
御
村
方

副
戸
長
御
中

4
0



乙川文書 判決書

4
1



申
渡

知
多
郡
乙
川
村

Ａ
助
倅

Ｂ
助

右
ハ
去
ル
三
月
同
郡
長
尾
村

甚
七
所
表
竿
ニ
掛
ケ
有
之
候

諸
色
三
品
盗
取
不
届
ニ
付

弐
拾
敲
申
付
候
者
也

七
月
六
日

4
2



分村騒ぎ

4
3



愛
知
県
第
七
大
区
四
小
区

尾
張
国
知
多
郡
成
岩
村

西
成
岩
分

一
今
般
西
成
岩
分
他
組
江
越
高
有
之

候
ニ
付
北
阿
ら
井
組
初
南
組
板
山
組
已
上

三
組
申
合
セ
西
成
岩
分
越
高
ヲ
引
取

配
当
致
シ
已
後
属
邑
同
様
ニ
取
扱

度
存
意
ヲ
以
此
度
難
題
ヲ
申
掛
ケ

西
成
岩
分
必
至
難
渋
之
場
合
ニ
付

一
応
御
縣
廰
江
歎
願
申
上

従
前
之
通
リ
西
成
岩
村
一
手
ニ
仕
度

存
心
ニ
御
座
候
間
村
内
者
共
一
同

連
印
確
定
仕
候
ニ
付
而
者
若
一

迚
中
ニ
於
為
天
違
約
変
心
之
者

出
来
候
ハ
ヽ
其
者
之
所
持
物
者

申
ニ
不
及
田
畑
家
財
屋
敷
ニ
到
ル

4
4



4
5



迄
村
方
江
引
揚
ケ
其
上
如
何

様
成
罰
ニ
天
茂
承
リ
可
申
候

後
日
為
念
之
依
而
連
印
確
定
候
也

明
治
八
年

乙
亥
ノ
三
月

伍
長

稲
沢
松
助

印

〃

榊
原
庄
七

印

以
下
村
民
連

印

副
戸
長

榊
原
八
郎

同
断

土
井
傳
兵
衛

4
6



辰年三郷下用帳

4
7

西
成
岩
文
書
資
料N

o

5-
18

明
治
元
年

辰
年
三
郷
下
用
帳

十
一
月

西
成
岩
分



辰年三郷下用帳
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辰年三郷下用帳

4
9



辰年三郷下用帳

5
0



辰年三郷下用帳

5
1



辰年三郷下用帳

5
2

辰
二
月

千
賀
与
八
郎
様

御
休
泊
入
用

一
席
料

常
楽
寺

金
壱
両
弐
分

一
茶
壱
折

代
四
拾
五
匁

一
御
菓
子
三
折

代
三
分
ト
六
匁

一
白
米
壱
石
七
斗
五
升

代
一
割
木
百
五
拾
束

代
金
壱
両
三
分
ト
拾
匁

一
炭
五
俵

代
金
壱
分
弐
朱

一
味
噌
溜
り

代
金
三
分



辰年三郷下用帳

5
3

一
大
根
付
百
五
十
本

代
七
〆
五
百
五
十
文

一
干
大
根
三
拾
本

代
壱
〆
文

一
生
揚
九
十

九
〆
六
百
七
十
八
文

一
口
物
五
十

五
〆
五
百
文

一
津
代

三
〆
八
百
文

一
蝋
燭
四
箱

代
壱
両
弐
分
ト
六
匁

一
弐
分
ト
弐
匁
四
分

弐
百
文

米
市



辰年三郷下用帳

5
4

拾
匁
弐
分

弐
百
五
文

作
五
郎

百
三
拾
弐
匁
八
分

善
平

引
〆
七
百
四
拾
九
文

升
善

壱
匁
八
分
九
厘

五
拾
三
匁
七
分
八
厘

角
岩

弐
貫
六
百

三
百
文

幸
助

酢
や

八
百
文

北

酢
屋

三
両

菓
子
料

夜
具

五
拾
人
前



辰年三郷下用帳

5
5

弐
人
ツ
ヽ

小
使三

拾
八
人

乙
川
行

三
拾
四
人

丁
菜
弐
人
ツ
ヽ

三
人

大
足
行

三
人

〆


